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「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します 

 

島根労働局（局長 宮口
みやぐち

 真二
し ん じ

）では、令和４年 11 月 17 日（木）に「過労死等防止対策推

進シンポジウム」（島根会場）を開催します。 

過労死等防止対策推進法（平成 26 年法律第 100 号）において、過労死等を防止すること

の重要性について国民の関心と理解を深めるため、毎年 11 月を「過労死等防止啓発月間」

と定めています。 

このシンポジウムは、「過労死等防止啓発月間」の取組の一つとして、過労死等を防止す

ることの重要性について、県内の事業場・働く方をはじめとした県民の皆様に広く周知を図

るため毎年実施しており、今年は県西部（江津市）において開催します。 
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過労死等防止対策推進シンポジウム（島根会場）の概要 

１ 日 時：令和４年 11 月 17 日（木）13：30～15：30（受付 13：00～） 

２ 場 所：江津市総合市民センター ミルキーウェイホール 

     （江津市江津町 1110－17） 

３ 主 催：厚生労働省 

４ 後 援：島根県、江津市 

５ 協 力：過労死等防止対策推進全国センター、過労死弁護団全国連絡会議、 

      全国過労死を考える家族の会、連合島根、 

      山陰過労死等を考える家族の会 

６ 主な内容：⑴ 基調講演「悲惨なパワハラ過労死を繰り返さないために 

～遺族の闘いから考える～」 

寺西 笑子氏（全国過労死を考える家族の会 代表） 

       ⑵ 事例報告 ※詳細は別添リーフレット参照 

【シンポジウムの参加申込について】 

Web からの申し込みは、下記ホームページをご覧ください。 

また、FAX での申し込みも可能です。 

◆https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/ 

◆お問い合わせ先：株式会社プロセスユニーク（シンポジウム開催事業者） 

 電話：0570-070-072 FAX：03-6264-6445 

 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/





